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●マンション管理組合 会員（団体会員）
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<スケジュール>
◆ 8月21日（金）１8時～ 情報交換会

◆ 8月30日（日）14時～ ベランダ菜園

◆10月23日（金）18時～ 情報交換会

◆12月18日（金）18時～ 情報交換会

◆ 2月14日（日）14時～ マンションフォーラム

◆ ３月14日（日）14時～ ベランダ菜園

マンションには、管理組合の円

滑な運営や定期的に実施しなけれ

ばならない大規模修繕など、マン

ション特有の課題があります。住

民同士のコミュニケーション作り

も大切です。｢川口市マンション

コミュニティ連絡協議会｣は｢マン

ションに関わる管理組合・自治

会・居住者などが情報交換や課題

を話し合うことで、マンション内

及び地域でのコミュニティ醸成と

(管理組合の)円滑な運営に寄与す

る｣事を目的として、平成20年8

月17日に川口市との協働事業と

して設立し発足しました。
「携帯からホームページ
が表示されます。」

～ マンションの課題あれこれ ～
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令
和
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七
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に
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認
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に
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て
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き
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今
年
の
川
口
市
は
住
み
や
す
い
街
と
し
て
一
位
と
な
り
、
注
目
を

浴
び
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

川
口
市
は
全
国
で
も
人
口
増
加
が
見
ら
れ
る
街
で
既
に
六
十
万
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と
成
り
ま
し
た
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シ
ョ
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千
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近
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あ
り
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り
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管
理
を
し
て
い
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な
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れ
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ま
せ
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。
そ
こ
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は
各
マ
ン
シ
ョ

ン
の
事
情
が
あ
り
一
棟
毎
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

管
理
組
合
の
運
営
方
法
こ
そ
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
建

物
状
態
は
一
定
周
期
で
設
備
の
維
持
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
維
持
管

理
の
非
常
に
難
し
い
問
題
な
の
で
す
。

そ
こ
で
当
協
議
会
で
は
色
々
な
事
情
が
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
方
が

少
し
で
も
同
様
な
条
件
や
ア
イ
デ
ア
等
を
情
報
提
供
の
場
と
し
て
活

用
し
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頂
く
た
め
と
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え
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ま
す
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少
し
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も
参
考
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成
れ
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と
の
思
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で
す
。
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ン
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ョ
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回
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ま
す
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建

物
は
最
終
的
に
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と
な
る
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け
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す
が
、
そ
こ
ま
で
の
維
持
管

理
を
ど
う
し
て
い
く
か
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
課
題
で
す
。

そ
の
中
で
重
要
な
話
し
合
い
の
場
、
そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
作
り

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
住
ま
い
は
一
生
も
の
で
す
。
人
生
終
焉
を
迎

え
る
ま
で
安
心
・
安
全
な
街
作
り
快
適
に
住
め
る
か
は
自
分
た
ち
の

努
力
と
他
者
の
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

そ
の
時
の
一
助
と
な
る
活
動
を
私
共
協
議
会
は
役
員
一
同
進
め
て

参
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
支
援
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
就
任
の
挨

拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

第12期総会について

●マンションコミュニティ連絡協議会総会

●開催日：令和2年5月17日（日）

●時間：1４：００～１４：５０

●会場：シャルマンコーポ鳩ヶ谷集会室

（パートナーステーション会議室閉場のため）

今回は新型コロナウィルス感染防止対策のため、参加

者へは議決権行使、または委任状による参加要請し、

出席者5名にて実施。結果は議案毎に議決権行使票及

び委任状にて確認しました。3号議案（役員改選）に

ついては1名の否承認がありましたが、それ以外は満

場一致で賛成承認となりました事を報告致します。そ

の後に役員（職務）互選を実施しました。

●総会後の役員会による役員互選について

第13期役員役職について（役員７名）

・会 長 ： 臨海 美和

・副会長 ： 林 恒男 吉澤 康博

・幹 事 ： 畑中 博司 尾市 守弘

森 一六正 石井 秀一

管理組合と管理会社との関係

●新型コロナによる管理組合の課題
今回のコロナで、自己のマンション毎に、様々な課題

があったと思います。特に今期の理事の方々は、大変で

あったのではと推測します。

特には、理事会の開催と管理員の勤務内容・時間等と

があったと思います。又、総会の開催方法にも課題が

あったのではと考えております。

●今期の理事会は・・

さて、①将来の管理組合について今後の管理が話題に

なった組合、②その他修繕等の問題、③管理会社の問題

について大きく分けて3パターンあったと思います。

今期の理事は、組合の状況により例年より時間がある

ので、理事同士の打合せが通常よりできた。理事会と運

営について、継続的な施策を取れないか等の検討をした

組合もあった組合もあると思います。

つまり、多くの管理組合では、年度の管理組合理事会

と次年度そしてその次の年度で、管理組合の施策が異な

ることが多くあります。

そのような課題自体が管理組合で話されたことがな

かった。このような場合には、本来は総会の場で話され

ることがベストです。更に、今期理事と来期理事で次年

度はどのようなことをしたい。一定の結論が出た時点で、

「今期はここまで、そして次期はどこまで、等」をとこ

とん話すことです。

●次期以降の理事会は・・

しかし、毎年やっと理事をこなしているのでは、難し

い問題です。自分が理事期間でも対応可能な1期・2期

でできる課題からスタートすることです。

そして、何回も革新的な変更や改革等をすると、組合

運営もうまくいかない。充分に注意し、段取りまで

も考え検討することも大切です。

●例えば

１）継続的な課題は、自分たちでできるのが、できない

のかを真剣に考える。

２）マンション管理士や建築士等に依頼する、医者でい

うとセカンドオピニオンを検討することも含めて考える。

ただの専門家ではなく、組合の思い・意思に合致してい

ることが原則です。

３）しかし、その場合は費用も掛かるので、自分たちが

本当に必要なのか、どんなことに、なにが必要なのか、

マンション全体（組合・理事）で話せるか等が必要です。

●管理課会社との関係

そこで、考えることは、管理会社との関係です。これ

まで契約してきて疑問があるようでしたら事務担当者や

管理会社にも早めに相談や要請をすることです。

たとえば①今後の30年間の長期の時間を、今の会社

にまかせるのか？②新築からすぐに大規模修繕等で20

年程度はすぐに経過します。そして疑問はあるが、25

～35年の検討もしてこなかった管理組合も多くありま

す。つまり、このような課題に取り組んだ管理組合が、

将来の費用（管理費等

を含めた）、一巡を含

めた長期修繕計画（案）

や長期的な維持費等を

示せるのではと思いま

す。

川口市マンションコミュニティ連絡協議会とは？
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新
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ロ
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契
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管
理
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と
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で
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深
ま
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を
期
待
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た
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当
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も
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ら
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し
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ゆ
き
た
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で

す
。
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（建物は残る・停電・ガス・上下水道使用不可・1階床上浸水）

「防災体制（組織・資機材・備蓄品）」
災害時に建物に居る人（誰もが）が行動出来る体制作りと避難場所及び救援物資はどこにあるか？

●防災体制作り（１０階建て１００

世帯３００人規模のマンション一例）

自治会役員及び管理組合役員で防

災部を２４名程度構成しています。

本部及び役割を５班に分けています。

自分の担当班終了後はその他班を手

伝うとしています。

また、管理組合役員は１年間の輪

番制となるため、毎年変わるところ

ですが、役員終了後の1年間は防災

部員として留任し、前年度役員及び

今年度役員によりコミュニケーショ

ン作りにも役立てています。

なお、輪番制でのメリットは全世

帯に順番に回るため多数の人が災害

時に役割が判る事である。本部は管

理人室に置き、集会所は避難施設と

なります。防災品リスト及び倉庫の

鍵は管理室及び集会所にあり、管理

者を含め各世帯へ告知しています。

●資機材・備えていますか？

停電時を想定して、発電機2機

（ガソリン・カセットガス）及び蓄

電池（６００ｗ出力）乾電池・充電

池単3・４及び単1・２対応スペー

サー等です。照明具は投光器・ラン

タン・懐中電灯・ローソク等です。

運搬用には上層階への輸送に簡易

組立てクレーン（100kｇ対応）・

台車・一輪車の他、障害者等を階段

で降ろすエクセルチェアーです。

避難施設用にテント及び集会所内

を仕切る段ボール・ブルーシート・

エアーマット・寝袋等です。また給

食給水用にはポリタンク・カセット

ガス用コンロ・鍋・ヤカン等で飲料

水については受水槽から水を取り出

せる非常時蛇口を付けており水の備

蓄はしていません。

その他救助用工具（バール・ハン

マー・ツルハシ・スコップ・ジャッ

キ）ヘルメットや救護用の救急（消

毒剤・三角巾・包帯他）セット、水

害（1階）時に備え、水中ポンプ及

び土嚢用袋です。また、マンション

内緊急連絡用としてはトランシー

バー及び館内放送設備があります。

また、エレベーターに閉じ込められ

た場合の緊急時イス（内容品：トイ

レセット・目隠しヤッケ・水・マグ

ネット式懐中電灯）を備えています。

その他にはAEDを備えています。

（簡易組立てクレーン）

●備蓄品ありますか？

消耗品ですが食料３００人が３日間

分で２､７００食及び乾電池・カセット

ガス等です。最後になりますが非常時

用のトイレとして袋及び薬剤１,８００

回分を備蓄しています。その他各世帯

へ３～４日分の備蓄を年１回の防災訓

練時や広報誌で案内をしています。

なお、備蓄品・資機材等の点検及び

期限の管理は本部で毎年実施しており、

賞味・消費期限の近くなった物につい

ては総会・訓練・行事等で出席者手渡

しや全戸へ配付しています。

●防災訓練はしていますか？

居住者５０人以上の建物は消防法に

て、年１回避難訓練が義務付けられて

います。毎年の訓練で新機材の使用方

法を説明しています。

（訓練：AED使用方法・簡易担架

作り・消火栓による消火活動）

【災害に強い新庁舎】

新庁舎（第一本庁舎）は５月７日に開庁式を開催

し、グランドオープンいたしました。新庁舎は、地

震に強い免震構造を採用し、免震装置は水害リスク

に備え１階柱頭部分に設置しています。

水害時には浸水の高さ４ｍに対応できるようペデ

ストリアンデッキの高さを５ｍに設定するとともに

全方位からの避難者を受け入れられるようゆとりの

ある幅の階段を複数設置しています。

また、ライフラインの遮断時においても、災害対

応等の業務継続を図るため非常用発電機（９階）

井水利用、緊急汚水貯留槽などを設置しています。

さらに、これまで鳩ヶ谷庁舎にあった災害対応の中

枢機能である災害対策本部機能を５階及び６階に置

き、どのような災害が発生しても市民の皆様の生命

身体及び財産を守るため対策を講じることができる

ようになりました。

写真②ペデストリアンデッキ 写真③免震装置

【令和元年東日本台風】

昨年１０月１２日に台風第１９号（のちに命名さ

れ令和元年東日本台風）が上陸し、関東甲信地方や

東北地方を中心として広範囲で記録的な大雨となり、

甚大な被害をもたらしました。本市も荒川や芝川の

水位観測所で、避難判断水位や氾濫危険水位に到達

したことにより避難情報を市が発令しました。

その結果、避難施設（学校・公民館等）１２４箇

所へ約１２０００人が避難しました。また、床上浸

水など約２００件の建物被害がありましたが、治水

整備（スーパー堤防・雨水調節池・貯留管・排水ポ

ンプ）により堤防決壊はなく最小限に防ぐことが出

来ました。この経験から洪水時の安全な避難場所の

確保を考え、「情報収集の手段」「ペットを含め避

難の在り方」などの対策に取り組んいるところです。

写真①新庁舎（第一本庁舎）

【垂直避難の重要性】

本市では、洪水時には浸水区域外の北部方面に避

難していただくことをお願いしているところですが、

緊急の場合には、浸水区域内の避難所においても上

層階やマンションなどの高い建物に避難をする「垂

直避難」が、人命を守るためには大変重要でありま

す。その役割を担っていただく

マンションに期待しているとこ

ろです。

【洪水時一時緊急避難施設指定制度】

本市では、洪水の危機が迫った場合に垂直避難施

設として「洪水時一時緊急避難施設指定制度」を平

成３０年４月からスタートしました。

しかしながら、協定を締結したマンションは未だ

３棟となっており、本市としては、市民の皆様の命

を守るため、できるだけ多くのマンションと協定を

結びたいと考えておりますので、管理組合、居住者

の皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願いいた

します。

（寄稿：川口市 危機管理部 防災課）


